
 

 

   

※ 外周道路は含みません。 

 

 

 

 

 

※ 外周道路の一部(赤の点線部)を含みます。 

 

 

 

①  (ゾーン３０指定区域→赤の斜線で囲まれた部分)   下 鶴 間 地 区 

② (ゾーン３０指定区域→赤の斜線で囲まれた部分)   上 草 柳 七 丁 目 地 区 



 

 

 

※ 外周道路の一部(赤の点線部)を含みます。 

 

 

 

 

※ 外周道路は含みません。 

 

③ (ゾーン３０指定区域→赤の斜線で囲まれた部分)   大 和 南 一 丁 目 地 区 

④  (ゾーン３０指定区域→赤の斜線で囲まれた部分)   柳 橋 一 丁 目 地 区 


